
                      

 

令 和 ７ 年 １ 月 2 0 日  

国土交通省中部地方整備局 

 
 
 
 
 

菊川
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川
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流域において「特定都市河川」 

の指定に向けた手続きに着手 

～法改正後、直轄管理河川では静岡県内初～ 

 

 

 

  

○  国土交通省では、令和３年11月に全面施行された流域治水関連法の中核をなす特定

都市河川浸水被害対策法に基づき、順次、特定都市河川の指定を全国の河川に拡大

し、法的枠組みや新たな予算制度・税制を最大限活用した「流域治水」の取組を加速

化することとしています。 

 

○  この度、一級河川菊川水系黒沢川等において、「特定都市河川」の指定に向けた手

続きに着手しました。 

 

○  今後、同法第３条第８項の規定に基づき、関係機関（黒沢川流域に係る静岡県、菊

川市の長）への意見聴取を行います。 

 

（添付資料） 

別 紙 「流域治水」の本格的な実践に向けた「菊川水系黒沢川」の特定都市河川への指定  

参 考  法的枠組みを活用した「流域治水」の本格的実践 

 

（同時配布先） 

中部地方整備局記者クラブ、静岡県政記者クラブ、掛川市記者クラブ 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省では、静岡県の菊川水系黒沢川流域において、特定都市河川浸水

被害対策法に基づく「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手しましたの

でお知らせします。 

【問合せ先】 

○国土交通省 中部地方整備局 河川部 河川計画課 TEL(052)-953-3148（代表） 

課    長：奥山聡俊志（おくやま さとし） （内線 3611） 

課長補佐：左近 雄 （さこん ゆう）   （内線 3613） 

同時発表：国土交通本省 



「流域治水」の本格的な実践に向けた「菊川水系黒沢川」の特定都市河川への指定(1/2) 別紙

■菊川水系黒沢川
河川延長：1.3km（大臣管理区間0.45km、県管理区間0.85km）
流域面積：3.3km2

上流端 下流端

黒沢川
くろさわがわ

静岡県菊川市下平川字橋上５１１２番の１地先 牛淵川への合流点

河川名
区間

■指定を行おうとする河川の区間

牛淵川

県管理区間

大臣管理区間

牛淵川

指定を行おうとする流域



黒沢樋門

黒沢川排水機場
A

A’

黒沢川流域の特徴

近年の気候変動の影響による水害の激甚化・
頻発化を踏まえた「流域治水」の加速化・深化

今後の予定

黒沢川流域は菊川支川の牛淵川と丹野川の堤防に囲まれた地域であり、降った雨
が流域内にとどまりやすい地形のため内水氾濫が発生しやすい地域であるため、過去
より内水被害が頻発している。

令和元年度東日本台風（台風第19号）では、床上浸水22戸、床下浸水59戸
を記録しており、国は令和2年より合流先の牛淵川の河道掘削を実施、市は「菊川
市防災対策強靭化事業基本計画」を令和6年1月に策定し校庭貯留や雨水貯留
施設の建設などの対策を進めているが、地形的な特性や今後の気候変動の影響に
より、水害リスクは残っており、流域のあらゆる関係者が連携した対策の推進が必要と
なっている。

R7.3（予定）

R5.6 黒沢川の特定都市河川指定に向けて、国交省、静岡県、菊川市で調整会議を開催
以後定期的に開催し、指定に向けた調整を進めてきた

R5.8 特定都市河川指定に向けたロードマップを公表

R6.1 菊川市が「菊川市防災対策強靭化事業基本計画」を策定

R6.3 気候変動を踏まえた「菊川水系流域治水プロジェクト2.0」を策定し、
黒沢川の特定都市河川指定を盛り込んだ

R7.1

浸水状況

地盤高（T.P.）

「流域治水」の本格的な実践に向けた「菊川水系黒沢川」の特定都市河川への指定(2/2)

【出典：国土地理院地図に一部加筆】
※高さ方向の倍率5倍 H26.10出水 R1.10出水




